
トラック運転者労働条件改善事業について（厚生労働省委託事業）
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トラック運転者労働条件改善事業の概要（厚生労働省）

１ 対象集団

発荷主、元請運送事業者、下請運送事業者及び着荷主といった
一連の集団を1集団（４事業場以上で構成）とし、集団毎に協議会を
設置する。全国で20集団。

２ アドバイザーの選任２ アドバイザーの選任

チーフアドバイザー（４名）は５集団に対して最低１名選任。

アドバイザー（４０名）は協議会ごとに２名選任。

３ アドバイザーの業務

荷主が運送事業者に対して行っている発注方法等が、自動車運
転者の労働時間や改善基準告示の遵守状況に与えている影響等を
分析し、荷の発注方法等の改善点等の指導・助言を行わせる。



４ 構成事業場でのチェックリストによる自己診断

労働時間の実態、荷主等からの受注の現状等の把握。

５ 協議会

集団毎に、協議会を設置し、年３回開催。

６ アドバイザーによる個別訪問

協議会を構成する全ての事業場に対し、２回訪問し、指導・
助言を行うこと。

チェックリストの分析結果と併せて、実情の分析、長時間労
働の原因や抑制の阻害要因の分析、今後の指導方針の検討
等を行うこと。



協議会の開催とアドバイザーによる個別訪問
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